
３．賃金の状況 ４．労働相談の状況(※)

三重の労働実態
～三重県下の労働者を取り巻く状況～
１．労働時間の推移 ２．年次有給休暇の取得状況
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令和７年 業種別労働相談件数（三重）
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（件） 令和７年 主な相談内容別 派遣労働者の相談件数（三重）
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（件） 令和７年 主な相談内容別 外国人労働者の相談件数（三重）

労働者 

3,872件 

63%

使用者 

1,163件 

19%

その他 

1,084件

18%

令和７年 相談者別労働相談件数（三重）
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令和７年 就労形態別労働相談件数（三重）
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中小企業における年次有給休暇の取得状況（三重）
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就業形態別年間総実労働時間の推移（三重）

平均取得日数

平均取得率（％）

（％）（日）

（資料出所）三重県中小企業団体中央会「中小企業労働事情実態調査報告書」

（注）事業所規模300人未満（パートタイム労働者を含む。）

平均付与日数

（時間）

一般労働者の総実労働時間

パートタイム労働者の総実労働時間

パートタイム労働者比率

労働相談件数

6,119件

※三重労働局調べ（三重労働局内の労働基準監督署及び総合労働相談コーナーで受理した相談件数）。ただし、相談内容の集計方法の変更により、雇用環境・均等室所属の職員（総合労働相談員等）が

受理した相談は除きます。
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年間総実労働時間の推移（三重）

（資料出所）毎月勤労統計調査

（注）１．事業所規模５人以上（パートタイム労働者を含む。）

 ２．数値は、月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入したもの。
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（時間） （％）

（資料出所）毎月勤労統計調査

（注）１．事業所規模５人以上（パートタイム労働者を含む。）

 ２．数値は、月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入したもの。
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（資料出所：毎月勤労統計調査）

常用労働者１人平均月間現金給与額の推移（事業規模５人以上 調査産業計）

決まって支給する給与 三重県 決まって支給する給与 全国
現金給与総額 三重県 現金給与総額 全国
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（件） 令和７年 主な相談内容別 相談件数（三重）

【三重労働局　労働基準部　監督課　℡059-226-2106】 （令和８年４月）


